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市役所内で「どのような会議」が開催され、
「どのような結果」になったかを概略でお知
らせします。詳しくは市ホームページまで。

市政の動き
(12月16日～１月15日)

会議名など 内　容

12月16日(火)
第４回長浜市公共施設マネジメント推進委員会
担当課：行政経営改革室（7６５－６７０２）

12月17日(水)
第１回長浜市都市計画道路見直し方針検討委員会
担当課：都市計画課（7６５－６５４１）

12月18日(木)
第７回長浜市指定管理者選定委員会第２委員会
担当課：行政経営改革室（7６５－６７０２）

12月22日(月)
長浜市森林ディレクション審議会
担当課：森林整備課（7６５－６５２６）

12月22日(月)
第２回長浜市建築審査会
担当課：建築住宅課（7６５－６５３３）

１月15日(木)
第８回長浜市指定管理者選定委員会第２委員会
担当課：行政経営改革室（7６５－６７０２）

長浜市公共施設等総合管理計画(原案)について、事務局か

ら説明を受け、協議しました。

座長を選出し、都市計画道路を見直す背景と必要性、策定
スケジュール、市の現況などについて、事務局から説明を
受けました。また、課題と今後の整備方針、見直し対象路
線の抽出方法について意見交換をしました。

長浜市曳山博物館の指定管理者の募集にあたり、募集方法お

よび要項などについて審議しました。

市の森づくり推進に向けた提言書(素案)について審議しま
した。また、提言書を12月26日(金)市長に提出することで
決定しました。

建築基準法第43条第１項ただし書きの許可について説明を

受け、質疑を行いました。また同条に基づく事後報告につい

て承認しました。

長浜市曳山博物館の指定管理者候補について、申請のあっ
た団体からの説明と質疑応答により審査を行い、「(公財)長
浜曳山文化協会」が適当と判断しました。

皆さん、こんにちは！
今回はブラジルのゴミ収集について紹介します。
ブラジルでは、ゴミは収集日にそれぞれ個人の家

の前にあるゴミ捨て場に置いておきます。ゴミ収集
車の後ろに乗っている収集係２～３人が、各家の前
で降り、ゴミを回収
しトラックに投げる
という作業を繰り返
し、まちを巡回して
いきます。
ゴミの分別制度は
日本ほど発達してい
ませんが、パラナ州

クリチバ市では、「緑
との交換」というプロ
グラムがあります。
これは、紙や空き缶、
プラスチックなどリサ
イクルできるゴミを指
定の窓口にもっていけ
ば、野菜など食料と交換できる制度です。ゴミを４
キロ持っていけば、１キロの野菜がもらえます。
このプログラムはゴミ分別収集の意識啓発だけで

はなく、環境教育の一環でもあります。
今後、ブラジル政府と国民が環境を守るため、

様々なプロジェクトや取組みを考えて、ますます発
展するように願っています。

長浜市国際交流員

ソランジェ

環境を守りましょう！

■問市民協働推進課（7６５－８７１１）

☆ワンポイントポルトガル語講座☆
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「Li」を強く発音

赤
田
氏
の
家
伝
や
近
江
の
地
誌
類
か

ら
、
赤
田
家
は
も
と
も
と
犬
上
郡
曽
我
村

（
現
在
の
多
賀
町
木
曽
）
の
土
豪
で
、
戦

国
中
期
に
犬
上
郡
八
町
（
現
在
の
豊
郷
町

八
町
）
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
嶋
記
録
』
や
『
山
中
文
書
』
に
よ
れ
ば
、

赤
田
氏
は
戦
国
大
名
浅
井
氏
の
家
臣
と
し

て
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
の
六
角
氏

と
の
合
戦
で
活
躍
し
ま
し
た
。
そ
の
時
代

の
当
主
は
信
濃
守
「
興
」
で
し
た
が
永
禄

十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
戦
死
し
、
そ
の

子
信
濃
守
「
賢
」
は
姉
川
合
戦
で
活
躍
し

て
い
ま
す
。
浅
井
氏
滅
亡
後
、「
賢
」
の

次
男
に
当
た
る
勘
兵
衛
は
、
八
島
に
あ
っ

た
赤
田
氏
「
出
張
り
屋
敷
」（
小
谷
城
下

の
屋
敷
）
か
ら
、
領
地
が
あ
っ
た
草
野
田

村
（
現
在
の
太
田
町
）
へ
移
住
し
ま
し
た

が
、
こ
の
家
系
が
赤
田
氏
庭
園
の
所
在
す

る
草
野
赤
田
氏
の
始
祖
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。庭

園
は
西
か
ら
東
へ
と
緩
く
傾
斜
す
る

地
形
に
随
っ
て
造
形
さ
れ
、
中
央
に
広
く

池
を
穿
ち
、
池
の
西
と
南
に
築
山
を
配
し

て
い
ま
す
。
築
山
は
、
西
側
は
切
土
に
よ

る
法
面
を
利
用
し
て
山
並
み
を
う
ね
ら

せ
、
南
側
は
盛
土
で
築
き
東
西
の
隅
を
と

く
に
高
く
し
て
い
ま
す
。
家
屋
側
か
ら
見

た
池
は
、
手
前
が
広
く
左
奧
に
深
く
続
く

が
、
中
程
右
手
側
に
岬
状
の
突
出
部
を
設

け
、
そ
の
右
奧
に
入
江
状
の
部
分
を
設
け

る
な
ど
、
構
成
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
ま

す
。
全
体
に
石
組
を
主
体
と
す
る
池
泉
で
、

池
中
に
は
中
島
と
浮
石
を
配
し
、
庭
の
南

西
隅
よ
り
引
か
れ
た
水
が
池
右
奧
に
滝
と

な
っ
て
落
ち
て
い
ま
す
。
現
在
は
庭
に
落

と
す
水
は
こ
の
一
箇
所
だ
け
で
す
が
、
池

の
北
西
隅
に
も
導
水
路
が
あ
り
、
以
前
は

こ
こ
か
ら
も
水
を
注
い
で
い
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
池
の
水
は
東
南
隅
の
築
山
と

石
垣
の
下
を
潜
る
水
路
か
ら
表
門
側
の
水

路
へ
と
排
水
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
葦
葺

の
表
門
が
庭
園
に
趣
を
添
え
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
池
に
対
す
る
母
屋
前
に
は
、
露

石
敷
を
配
し
右
手
に
は
手
水
鉢
を
設
け
て

い
ま
す
。

庭
園
の
奧
に
向
か
っ
て
次
第
に
広
が
る

空
間
構
成
や
、
敷
地
が
奧
側
で
狭
小
な
印

象
と
な
る
こ
と
を
回
避
し
、
庭
園
と
し
て

の
広
が
り
を
意
識
さ
せ
る
工
夫
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

作
庭
時
期
及
び
作
庭
者
は
不
明
で
す

が
、
江
戸
初
期
に
赤
田
氏
が
社
会
的
に
地

位
が
高
く
、
経
済
的
に
も
裕
で
あ
っ
た
こ

と
、
ま
た
、
江
戸
初
期
の
庭
園
の
特
徴
で

あ
る
石
組
を
主
体
と
す
る
構
成
で
、
要
所

に
立
石
を
配
し
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
も
程

良
く
造
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

江
戸
時
代
前
期
の
作
庭
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

名
勝
庭
園
の
多
く
が
寺
院
の
庭
で
あ
る

の
に
対
し
、
在
家
の
庭
と
し
て
大
変
貴
重

で
す
。
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文
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財
保
護
セ
ン
タ
ー
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シリーズ○
 46

市内には、国や県、市が指定した文化財が
キラ星のごとく光り耀いています。このコ
ーナーでは、447件※ある文化財の中から代
表的なものをシリーズで紹介します。

※平成27年１月１日現在

長浜市指定文化財
名勝「赤田氏庭園」
指定年月日　平成21年３月30日
所在地　太田町　　所有者　個人▲表門（南側から望む）※表門の左に見える林が庭園。

▲庭園（家屋側（北側）から望む）※庭園の左奥に表門がある。


